




 

(8) 移動 自立（介助なし） 電動シニアカーを導入したこと

により、屋外移動が容易にな

り、行動範囲が広がった。導入

時にはできると思っていなかっ

た趣味の写真撮影のための外

出やコミュニティーカフェに通え

るようになった。 

(9) 排泄 自立（介助なし） 便座の高さを上げたことのよ

り、便座の立ち座りがしやりや

すくなった。 

(10) 入浴 一部介助（通所介護を利用） 入浴補助用具を導入したことに

より、自宅で介助なしで入浴が

できるようになった。 

(11) 食事 自立（介助なし）  

(12) 更衣 自立（介助なし）  

(13) 意思の伝達 自立（介助なし）  

(14) 視覚・聴覚 ―  

 

Ⅱ．福祉用具導入前・住宅改修前のアセスメント、目標設定、福祉用具導入・住宅改修プランなど 

利用者本人・家族の導

入前の要望および導

入後の評価コメント 

導入前 導入後 

 自立した生活の維持。 

 できなかったことをできるようにす

る。買い物の為に一人で外出がで

きるようになりたい。自宅で入浴が

できるようになりたい。 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の生活意欲の向上 

 自立した生活が向上している。 

 近くのスーパーへ自分の好きな者を買

うことができるようになった。 

 趣味の写真を撮り行くことや、コミュニ

ティーカフェに行けるようになった。 

 他の介護サービス利用の減少。 

 転倒等の防止、安全の確保。 

 動作の容易性の確保。 

 利用者の身体的負担の軽減。 

 できなかったことをできるようになり、生

活意欲が向上している。 

福祉用具導入・住宅改

修を検討する際に特

に留意したこと 

 利用者の自立支援につながる目標設定 

 専門的見地から利用者の状態像や意向等に適した福祉用具・住宅改修を選定 

上記を実施した結果、

問題となった点、あるい

は工夫した点 

 利用者との接点が多い、ケアマネジャー等が、利用者の動作の問題点（動作が

遅くなった、転びやすくなった等）に気が付いて、何かをしたいと、ケアマネジャー

から当社へ相談をしてくるケースが多く、一緒に利用者宅へ訪問し、福祉用具・

住宅改修の相談に乗っている。 

 外出するために電動車椅子（例外給付）を活用すると福祉用具が決まったとして

も、室内から玄関まで自立（介助なし）で移動することができないと、外出の機会

が減ってしまう。 

 室内から玄関までの動線を確認し、利用者が、自立（介助なし）で、玄関まで移

動することに支障きたす場合には、追加の提案をしている。 

 福祉用具貸与の相談で訪問した時に、住宅改修にもつながるケースはよくあ

る。 
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 本事例の場合は、玄関に踏み台と手すりを取り付けた。 

ケアマネジャーがケア

プランで選択したサー

ビス 

 福祉用具貸与・販売および住宅改修 

 

福祉用具貸与・販売 に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

福祉用具導入によっ

て、改善しようとした高

齢者の生活動作 

  屋外移動 

玄関につえをおいていて、外出をする際につえを使っていたが、力が弱くなって

きて転倒の危険性が増して、外出の機会が減って、生活意欲が低下してきた。 

廊下では、壁に掴まって移動している。 

福祉用具導入前にお

ける目標設定と成果 

目標 成果 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の生活意欲の向上 

 自立で買い物に行く。写真を撮りに外

出する。コミュニティーカフェに行く。 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の生活意欲の向上 

 近くのスーパーへ自分の好きな物を

買いに行くことができるようになった。

 趣味の写真を撮りに行くことや、コミュ

ニティーカフェに行けるようになった。

導入した福祉用具 

 

 車いす：電動シニアカー 

 腰掛便座：補高便座 

 入浴補助用具：シャワーいす、バスボード、浴槽台 

 その他：１本杖 

福祉用具導入費 

 

 福祉用具貸与：2.3 万円/月 

 特定福祉用具販売：7.6 万円 

 福祉用具販売（介護保険外）：0.4 万円 

介護保険の利用  一部介護保険を利用 

 

 住宅改修 に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

「住宅改修が必要な理

由書」を確認する機会 

 

 本事業所が作成に関わった。 

 地域包括支援センターのケアマネジャーから相談を受けて、一緒に利用者宅へ

訪問し、その後、当事業所の福祉住環境コーディネーター２級を持った社員が、

理由書を作成した。 

 ケアマネジャーの相談にのる事により、頼りにされるようになり良好な人間関係

を作っている。 

 ケアマネジャーが利用者の問題点に気が付き、当事業所に相談してくるケース

が多い。 

住宅改修によって改善

しようとした高齢者の

生活動作 

 

 排泄：便座の高さが低いため、立ち上がりの動作が遅くなった。 

 入浴：何かに掴まらないと浴槽への移動ができない。転倒の恐れがある。 

 外出：玄関の間口が高い（30 ㎝）ため、外出がしにくい。 
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住宅改修前における

目標設定と成果 

 

目標 成果 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

住宅改修項目  手すりの取付け：玄関、トイレ、浴室内、浴室の出入り口 

 段差の解消：玄関に踏み台を取り付け 

 トイレ：補高便座 

住宅改修費用  １３.１３万円 

介護保険・助成金の利

用 

 全額介護保険を利用 

 

Ⅲ． 福祉用具導入もしくは住宅改修後 の状況確認 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後、福祉用

具専門相談員による

状況確認 

 訪問により、本人からの聞き取りや、動作の試行確認を行っている。 

 またケアマネジャーからの聞き取りも行っている。 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後の問題点 

 

 問題点なし。 

 アセスメント時に、同一品目の福祉用具を複数機種持っていって、利用者に実

際に使用してもらい、どの機種が合うのかを比較検討をしてから導入機種を決

めているので、軽度の方を対象としている場合には、あまり、問題点は発生して

いない。 

 福祉用具のモニタリングで、通常、６ケ月に１回を訪問している。本事例の場合

は、良く外出する方なので、３ケ月に１回訪問をしている。 

 

Ⅳ．福祉用具導入もしくは住宅改修の支援方法 

本事例における自立支
援の効果 

 

 自立支援の効果はあった。 

 玄関に手すりをつけたことや電動シニアカーを活用することにより、安心して１人

で外出が出来るようになった。 

 生活の幅が広がって、生活意欲が向上し、自立した生活の向上につながってい

る。 

 買い物だけではなく、趣味の写真撮影や、お洒落をして、コミュニティーカフェに

行く機会が増えた。 

 浴室に手すりをつけたことにより、入浴介助の必要がなくなった。 

 誰かに手伝ってもらわなくても、１人で生活ができるようになったと励みになって

いる。 

本事例で、福祉用具導
入もしくは住宅改修に
関わった人 

 福祉用具専門相談員、ケアマネジャー、建築施工者が関与。 

 主担当は福祉用具専門相談員 

本事例を通して見つか  電動シニアカー導入の場合は、駐車スペースの確保が課題となる。 
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った課題  本事例の場合は、他の入居者の方に協力をいただき、自転車置き場に置かせ

てもらっている。 

 

回答者の役職 代表取締役 

回答者の所持資格  福祉用具専門相談員 

 福祉用具プランナー 

 福祉住環境コーディネーター２級 

 建築士２級 

 ケアマネジャー 
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大坪工業 株式会社 

（住宅改修事業所） 

【所在地】２３２－００７３ 神奈川県横浜市南区永田南２－１２－１２ 

【設立】１９７０年４月１日  【従業員】１０名  【サービス提供地域】横浜市南区 

【主な事業内容】増改築、リフォーム、エクステリア、外壁リフォーム、屋根リフォーム 他 

 

■ 事業所について 

法人種別 

 

株式会社 

住宅改修事業の実施

年数 

１０年以上（平成 27 年 3 月現在） 

併設サービス 

 

住宅改修のみ。併設サービスなし 

従業員数 

（平成 27 年 1 月末現） 

従業員数（パート・アルバイトを除く）：１０人 

  うち建築士（2 級）                   １人 

  うち福祉住環境コーディネーター（2 級以上）  ２人 

  うち増改築相談員                        ２人 

住宅改修サービスの

平成 25 年度 1 年間の

利用者数 

実人数：多くて月に 2 人、年間約 20～40 人。平成 26 年度は 20 人弱。 

延人数（総利用者数）：平成 26 年度は 20 人弱 

平成 24 年度以降の住

宅改修に関する研修 

 市が主催するケアマネジャー等の話を聞く研修会に参加している。 

 また、TOTO リモデルクラブ神奈川店で開催されているケアネットワーク研修

会に参加している。 

平成 24 年度以降の福

祉用具に関する研修 

 福祉用具貸与・販売事業を実施する予定はないが、免許を取得しておくため

に、2014 年に 2 名、福祉用具専門相談員の資格を取得した。 

 

■事例要旨 

 福祉用具・住宅改修導入前の対象者の状態 

76 歳の女性。戸建て住宅で息子夫婦と生活。家族は働いているため、週数回日中にホームヘルスサ

ービスを受けている。腰やひざの痛みがひどく、内臓疾患もあり検査も兼ねて入院していたが、退院

後自宅に戻った。退院時の介護度は要介護 2。起き上がり、立ち上がり、屋内歩行などは何かにつか

まればできる状態であった。 

 利用者本人・家族の要望 

息子夫婦に負担を掛けたくないという気持ちが強く、「自分でできることは自分でしたい」、「転倒を予

防したい」という要望であった。 

 導入前のアセスメント・目標設定・ケアプラン 

退院に向けて、家族に迷惑を掛けないよう自分でできることは自分でしたいという本人の意向に応じ

て住環境整備を行った。居室からトイレや食事に行く際に段差があり、四点杖を使用するにしてもその

段差のために歩き難い状況であったため、転倒予防など宅内の安全を重視して住宅改修を行った。 

 導入サービス 

手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、滑り止め防止、便器の取替え。 
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 導入後の状況確認 

 訪問して直接本人や家族から話を聞くとともに動作確認を行った。 

 導入後の自立支援の効果 

段差がなくなったため、四点杖を上手に使われていた。屋内歩行が楽になった。 

 関与者 

ケアマネジャーと建築施工者。主担当は建築施行者。 

 課題 

本事例に関する課題はない。一般に、早期に住宅環境整備を行うことで介護予防にはつながると思う

が、自立に向けた早期導入提案は、必要性が明確でない段階では理解を得にくい。 

 

■事例詳細 

Ⅰ．対象者（福祉用具あるいは住宅改修導入直前の時点における状況） 

年齢・性別 

世帯構成 

居住環境 

主な介護者 

満 76 歳・女性 

子どもと同居 

戸建持ち家（自己所有） 

子ども 

要介護度 要介護２ 

利用者の状態 

 

 導入前 導入後 

(1) 寝返り 何かにつかまればできる  段差がなくなったので、

四点杖を上手に使われ

ていた。 

 屋内歩行が最も楽にな

ったようであった。 

(2) 起き上がり 何かにつかまればできる 

(3) 立ち上がり 何かにつかまればできる 

(4) 移乗 一部介助 

(5) 座位 可能 

(6) 屋内歩行 何かにつかまればできる 

(7) 屋外歩行 一部介助 

(8) 移動（車いす含） 四点杖もしくは手すりがあ

れば自立して移動できる 

(9) 排泄 自立（介助なし） 

(10) 入浴 一部介助。手すりは付いて

いたが、濡れて滑りやすい

ため、家族が見守りのよう

な形で時折手を貸していた

(11) 食事 自立（介助なし） 

(12) 更衣 自立（介助なし） 

(13) 意思の伝達 自立（介助なし） 

(14) 視覚・聴覚 問題なし 
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Ⅱ．  住宅改修前 のアセスメント、目標設定、住宅改修プランなど 

「住宅改修が必要な理

由書」を確認する機会 

 「理由書」を確認する機会はあった。 

利用者本人・家族の住

宅改修前の要望およ

び住宅改修後の評価

コメント 

住宅改修前 住宅改修後 

 息子夫婦に負担を掛けたくないとい

う気持ちが強く、「自分でできること

は自分でしたい」、「転倒を予防した

い」という要望であった。 

 住宅改修後は喜んでいた。家族か

らも「ますます元気です」という話を

聞いた。 

 

住宅改修を検討する

際に特に留意したこと 

 利用者の自立支援につながる目標設定。 

上記を実施した結果、

問題となった点、あるい

は工夫した点 

 居室（和室）にキャッチベッドを置いていた。そこからトイレや食事に行く際に段

差があり、四点杖を使用するにしてもその段差のために歩き難い状況であっ

た。 

 廊下に出れば手すりはあったが、リビングは非常に広くて手すりが付けられな

かったので四点杖で移動していた。段差が移動の妨げになるため、玄関から

段差をなくすために、嵩上げでフローリング工事を実施した。 

 来客も多いため、歩行のしやすさと同時に見栄えの良さも両立したいという希

望もあり、フローリング工事は非常に気を使った。床材は提案した物よりも白

いものを選択されたので、玄関の顔でもある上りかまちは非常に気を使った。 

 数回訪問し、サンプルも複数所持していった。将来車いすになることも心配し

ていたため、キャスターに強い床材を選択した。 

住宅改修によって改善

しようとした高齢者の

生活動作 

 屋内歩行 

玄関の段差が大きく一人では降りられなかった。大きな段差があるところで

は、何かにつかまってさらに誰かが見守っていなければ不安な状態であった。

一人で出かけることはなかったので、まずは家の中の安全を重視した。 

住宅改修前における

目標設定と成果 

目 標 成 果 

 自立した生活の維持 

 転倒等の防止、安全の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の生活意欲の向上 

 息子夫婦の身体的負担の軽減 

 自立した生活の維持 

 転倒等の防止、安全の確保 

 利用者の身体的負担の軽減。 

 利用者の生活意欲の向上 

 息子夫婦の身体的負担の軽減 

住宅改修項目 

 

 手すりの取付け 

 段差の解消 

 便器の取替え。小柄なため、高さを 38 ㎝に低くした。（通常は 40～42 ㎝） 

 床材の変更、滑り止め防止 

住宅改修費用  約 130 万円 

介護保険・助成金の利

用 

 介護保険の残りを利用。 

 助成金も利用できる話をしたが、退院に向けて早く住宅改修を行いたいという

意向もあり、介護保険以外は自費で行った。 

 急いで実施したいというケースは多い。 

住宅改修に併せた福

祉用具導入（貸与・販

売含む） 

 実施していない （既に四点杖を使用）。 
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Ⅲ．  住宅改修後 の状況確認 

住宅改修後、住宅事

業所による状況確認 

 訪問して、直接本人や家族から話を聞いたり、動作確認を行った。 

 ケアマネジャーや福祉用具貸与事業者からも話を聞いた。 

住宅改修後の問題点  問題点はない。 

 退院直後、住宅改修が間に合わず、廊下に簡易の手すりをレンタルで導入し

た際、高さについて細かな要望があった。改修時は簡易手すりと同じ高さで良

いか確認して設置した。通常、手すり一本つける際も、実際に手すりをあてて

位置を測り、事前によく確認している。 

 場所によっては、段差を調整することで逆に危険だと思われる場合は、あえて

段差はそのままにしておいた方がよいという提案をする。それでもやりたいと

言われた場合はケアマネジャーと相談している。 

 工事終了後は、「希望通り設置したけれども、もし何かあれば言ってください」

と先にお伝えしている。そうすることで相手も話しやすくなる。中には黙って我

慢される方もいる。自立を目指しているので、手すりが妨げになってはつけた

意味がない。 

 

Ⅳ． 住宅改修の支援方法について 

本事例における自立支
援の効果 

 段差がなくなったため、四点杖を上手に使われていた。 

 屋内歩行が最も楽になったように見えた。 

本事例で、住宅改修に

関わった人 

 ケアマネジャーと建築施工者。主担当は建築施行者。 

 通常、利用者について留意すべきことがあれば、ケアマネジャーからアドバイ

スがあるが、基本的には一任されるケースが多い。 

 本事例については当社主導で実施した。 

本事例を通して見つか

った課題 

 本事例については特に課題はない。 

 退院に備えて住宅改修を行うなど、急に必要になることが多いので、急ぎの要

望は多い。病院側が退院の受け皿が整うのを待っているケースもある。補助

金申請には時間を要するため、介護保険を利用して足りない部分は自費で補

うケースがほとんどである。 

その他  60 代前後の方が将来を見越して住宅改修を行うケースもある。 

 早期に住宅環境整備を行うことで、介護予防にはつながると思う。従来の日本

の家屋は段差が多い。もう少し早い段階から将来を見越して考えておけば、

時間やお金の余裕もあり導入しやすい。 

 自立に向けた早期導入提案は、困っていることがあれば提案しやすいが、必

要性が明確でない段階では難しい。 

 

回答者の役職 代表取締役 

回答者の所持資格  二級建築士 

 一級建築施工管理技士 

 増改築相談員 

 福祉住環境コーディネーター２級 
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株式会社 北全 

（住宅改修事業所） 

【所在地】〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１ 

【設立】1960 年 5 月【従業員】２４名  

【サービス提供地域】横浜市中区・南区 

【主な事業内容】 住宅改修、福祉用具レンタル、福祉用具販売、居宅介護支援 

 

■ 事業所について 

法人種別 

 

株式会社 

住宅改修事業の実施

年数 

１０年以上（平成 27 年 3 月末現） 

併設サービス  福祉用具貸与、特定福祉用具販売 

 居宅介護支援 

貴事業所の従業員数

（平成 27 年 1 月末現） 

 従業員数（パート・アルバイトを除く）24 人 

うち建築士 2 人 

うち福祉住環境コーディネーター（2 級以上）⑤人 

うち増改築相談員 0 人 

住宅改修サービスの

平成 25 年度 1 年間の

利用者数 

 利用者実人数：200 人（半分以上の方は福祉用具も利用している。） 

 利用者 延人数（総利用者数）：210 人 

平成 24 年度以降の住

宅改修に関する研修 

 事業所内で行った 

 外部研修を受講した 

平成 24 年度以降の福

祉用具に関する研修 

 事業所内で行った 

 外部研修を受講した 

 

■ 事例要旨 

 福祉用具・住宅改修導入前の対象者の状態 

リウマチの持病があり、糖尿病を患っている。入院はしていない。 

歩行に不安を感じている。 

 利用者本人・家族の要望 

利用者本人の希望は、自立した生活を維持すること。他人の世話になりたくない、死ぬまで自宅で生活

したいという希望であった。 

 導入前のアセスメント・目標設定・ケアプラン 

住環境整備という視点に立ち、住宅改修・福祉用具導入や、訪問介護等の人的サービス導入をトータ

ル的に考えている。 

改善しようとした生活動作は外出、入浴。 

 導入サービス 

住宅改修：手すりの取付け。入浴関連も提案をしたが導入には至らなかった。 

 導入後の状況確認 

施工時に、再度、動作確認を行ったため問題は起きていない。住宅改修後は動作確認を行っている。
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 導入後の自立支援の効果 

一人で外出ができるようになり自立支援の効果があった。 

最大の効果は、手すりを取り付けることにより転倒による骨折のリスクが低くなり、利用者の安心感が

増したことである。また、介護者の見守りが必要無くなった。 

 関与者 

主担当：建築士 

関わった人：ケアマネジャー、建築施工者 

 課題 

住宅改修申請から工事開始までの対応の早さは、利用者の満足度を上げるために重要である。 

本事例では、要介護認定を待って、住宅改修をスタートしたため、着工まで時間がかかり利用者から不

満の声が上がった。 

 

■ 事例詳細 

Ⅰ．対象者（福祉用具あるいは住宅改修導入直前の時点における状況） 

年齢・性別      

世帯構成 

居住環境 

主な介護者 

満 83 歳・男性 

夫婦のみ 

戸建持ち家（自己所有） 

妻（要支援１） 

要介護度 要支援２ 

利用者の状態 

 

 導入前 導入後 

(1) 寝返り つかまらないでできる 屋内歩行、屋外歩行、移動に

ついて状態の改善が見られ

た。 

(2) 起き上がり 何かにつかまればできる 

(3) 立ち上がり 何かにつかまればできる 

(4) 移乗 自立（介助なし） 

(5) 座位 できる 

(6) 屋内歩行 何かにつかまればできる 

(7) 屋外歩行 何かにつかまればできる 

(8) 移動 見守り等 

(9) 排泄 自立（介助なし） 

(10) 入浴 見守り等 

(11) 食事 自立（介助なし） 

(12) 更衣 自立（介助なし） 

(13) 意思の伝達 自立（介助なし） 

(14) 視覚・聴覚 － 
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Ⅱ．  住宅改修前 のアセスメント、目標設定、住宅改修プランなど 

「住宅改修が必要な理

由書」を確認する機会 

 確認する機会はあった。 

利用者本人・家族の住

宅改修前の要望およ

び住宅改修後の評価

コメント 

 

導入前 導入後 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 他の介護サービス利用の減少（使い

たくない。他人の世話になりたくな

い。） 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

 介護者の身体的負担の軽減 

 介護者の精神的負担の軽減 

 その他（死ぬまで自宅で生活したい） 

 転倒等の防止、安全の確保 

 介護者の身体的負担の軽減 

 介護者の精神的負担の軽減 

 妻からは、階段の上り下り時に見守

りの必要がなくなり、負担が軽減した

とのコメントがあった。 

住宅改修を検討する

際に特に留意したこと 

 利用者の自立支援につながる目標設定 

 利用者・家族と面談して利用者の希望、心身の状況、及び住環境を調査 

上記を実施した結果、

問題となった点、あるい

は工夫した点 

 住環境整備という視点に立ち、住宅改修・福祉用具導入や、訪問介護等の人的

サービス導入をトータル的に考えている。 

 住環境を整備することにより、自分のできることを増やすことが大切である。 

 提案する際には、問題点を見つけるため、動線の確認をしている。 

 利用者の希望を聞いて、その希望に対して、どの様にすれば叶うのかを提案し

ている。 

 最初に家全体（普段最も長くいる居間からトイレ・浴室・寝室・玄関まで）の動線

と利用者の日常生活動作を確認し、利用者とその家族に対して、改修が必要な

箇所、その理由と、改修後のメリット・デメリットを説明し、納得いただいた上で、

改修を行っている。 

 このような工事をしたらこのような問題点が起きることが想定される場合は、問

題点も必ず説明するようにしている。 

 手すりを取り付ける場合、順手で持つと逆手で持つのでは、異なるので、必ず動

作確認をしている。 

 デメリットとして、階段の両方に手すり取り付けを希望している場合、階段の幅

が狭くなり、大きな家具等の移動ができなくなるなどのことを伝えている。 

 家族と同居の場合には、誰が使うのかを考慮することが大切である。利用者だ

けではなく、家族も一緒に使う場所については、家族の意向も確認している。家

族の中に大柄な男性がいる場合には、トイレ等、幅が狭い箇所に手すりを取り

付けると、家族が使いにくくなってしまう恐れがあるので、改修をして良いかどう

かの確認をしている。 

 住宅改修は、レンタルと異なり、直ぐには交換ができないので、想定される問題

点については事前に確認をして、相違や誤解がないようにしている。 

 住宅改修プランは専門家としてアドバイスは行うが、本人・家族の意向を尊重す

る。必要な情報を提供し、今後の住宅改修の参考にしてもらう。 
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 専門家として上から押し付けてしまうと、必要な改修も出来なくなってしまう恐れ

も出てくる。提案をしないと、利用者から、専門家なのになぜ提案をしてくれなか

ったと言われるケースもあるので、必ず、提案をするようにしている。 

 タブレット端末で写真を撮影した上に、住宅改修内容を重ねて、改修後のイメー

ジを具体的に提示している。 

 住宅改修と福祉用具を一緒に提案するようにしている。 

住宅改修によって改善

しようとした高齢者の

生活動作 

 

 入浴 

入浴動作を確認して、不安定な入り方で、手すりは付いていなかった。 

手すりを付ける提案をしたが、奥さんの見守りがあり、浴室のタイルが割れてし

まうので手すりは付けたくないとの意向があった。割れないことの説明をしたが、

理解いただけなかった。必要になったら声を掛けてくださいと伝えた。 

 外出 

玄関から道路に出るまでに２０段位、階段があり、壁に掴まりながら上り下りをし

ていて、転倒の危険性が高く、身体的負担も大きい。 

住宅改修前における

目標設定と成果 

 

目標 成果 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 他の介護サービス利用の減少 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

 介護者の身体的負担の軽減 

 介護者の精神的負担の軽減 

 死ぬまで自宅で生活したい 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする 

 他の介護サービス利用の減少 

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

 介護者の身体的負担の軽減 

 介護者の精神的負担の軽減 

住宅改修項目  手すりの取付け 

住宅改修費用  20 万円 

介護保険・助成金の利

用 

 全額介護保険を利用 

住宅改修に併せた福

祉用具導入（貸与・販

売含む） 

 実施していない 

 

Ⅲ．  住宅改修後 の状況確認 

住宅改修後の住宅事

業所による状況確認 

 訪問による本人の動作の試行確認 

住宅改修後の問題点  問題点なし 

本事例の手すりの取り付けは問題がない。 

当社には施工管理士がおり、手すりを取り付ける時には、再度、利用者の動

作確認を行う、ダブルチェックをしてから取り付けしているので、問題がない。 

今回、改修にいたらなかった、浴室の中の動作が気になる。 
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Ⅳ． 住宅改修の支援方法について 

本事例における自立支
援の効果 

 効果があった 

最大の効果は、手すりを取り付けることにより転倒による骨折のリスクが低くな

り、利用者の安心感が増したことである。 

一人で外出ができるようになった。 

介護者の見守りが必要無くなった。 

本事例で住宅改修に

関わった人 

 主担当 

建築士 

 関わった人 

ケアマネジャー、建築施工者 

本事例を通して見つか

った課題 

 

 住宅改修の場合は、通常、要介護認定調査が入った段階で、住宅改修の申請

を同時並行で行い、認定が下りたら直ぐに工事を始められるように準備を行う。

 対応の早さは、利用者の満足度を上げるために重要である。利用者が必要な

時に、必要なものを提供することが最も喜ばれる。 

 早期に住環境整備を進めるためには、ケアマネジャーと福祉用具・住宅改修事

業者が１つのチームとして密に情報連携し、利用者の危険に気が付き、互いの

持っている知識・経験・ノウハウを出し合い、相談しながら進めていくことが重要

である。 

 危険を見つけるポイントとして分かりやすいのは、体が不自由になってくると 

 いろいろなところに手をついて移動するようになり、壁の一部だけが汚れていた

り、塗装が剥げていたりする。 

 タオルハンガーやドアノブがグラついている場合は、掴んでいる証拠となる。 

 

回答者の役職  取締役、所長 

回答者の所持資格  １級建築士 

 福祉住環境コーディネーター２級 

 福祉用具専門相談員 

 ケアマネジャー 
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株式会社モリモリみんなの訪問看護 リハビリステーション町田 

（居宅介護支援事業所） 

【所在地】〒194-0032 東京都町田市本町田 3486 藤の台団地 1-50-102 

【設立】 2014 年 3 月 1 日（町田支店） 【従業員】8 名  

【サービス提供地域】町田市全域、多摩市全域、相模原市全域 

【主な事業内容】訪問看護、居宅介護支援 

 

■ 事業所について 

法人種別 株式会社 

居宅介護支援事業の

実施年数 

（平成 27 年 3 月現在） 

１年以上２年未満 

併設サービス 

 

訪問看護 

従業員数 

（平成 27 年 1 月末現

在） 

常勤 7 人、非常勤 2 人、常勤換算 8 人 

うちケアマネジャー：常勤 1 人、非常勤 0 人、常勤換算 1 人 

平成 25 年度 1 年間の

ケアプラン作成数 

 ケアプラン作成数：約 200 件 

  うち福祉用具貸与・販売に関わる件数：120 件 

  うち住宅改修に関わる件数：7～8 件 

 住宅改修のみの「理由書」作成数：7～8 件 

平成 24 年度以降の福

祉用具貸与・販売に関

する研修 

 特には行っていないが、自身が福祉用具専門相談員なので、事業所内で研修

を行っている。 

平成 24 年度以降の住

宅改修に関する研修 

 特には行っていないが、自身が過去に住宅改修に携わっていた。 

 

■ 事例要旨 

 福祉用具・住宅改修導入前の対象者の状態 

81 歳の女性。戸建て住宅で 84 歳の夫と二人暮らし。10 年前に左側の大腿骨を骨折し、その後杖なしで

移動できるまで回復していたが、2014 年 7 月に室内で転倒して右側の大腿骨を骨折。要介護 1 の認定

を受けた。同年 8 月に退院し自宅に戻ったが、大腿骨骨折により筋力が低下して痛みも出ていたので、

杖に頼らざるを得ず、両手がふさがって行動に制限が出た。 

 利用者本人・家族の要望 

自立した生活の維持。 

 導入前のアセスメント・目標設定・ケアプラン 

自宅でリハビリを行いながら自立した生活をしたいという要望に応じて、理学療法士の意見も取り入れ

ながらケアプランを作成した。 

 導入サービス 

玄関、トイレ、キッチン、ソファの 4 か所にレンタルで手すりを設置した。その後ある程度歩行の状態もよ

くなってきたので、本人の要望もありレンタル品を返却する代わりに、2015 年 1 月末に住宅改修を行っ
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た。 

 導入後の状況確認 

住宅改修後、住宅改修事業者が動作確認を行った。また 1 週間後に、ケアマネジャーと理学療法士が

一緒に訪問して動作確認を行った。 

 導入後の自立支援の効果 

動作が容易になり、本人の身体的負担の軽減につながった。また、転倒等の防止、安全の確保につな

がった。 

 関与者 

ケアマネジャー（主担当）、福祉用具専門相談員、建築士、建築施工者、理学療法士が関与。 

 課題 

本事例における課題はない。早期に住環境整備を行うことは、自分でできる範囲が広がり、今まで苦労

してやっていたことが楽になり、転倒予防にもつながるため、重度化予防としても非常に有効である。 

 

■ 事例詳細 

Ⅰ．対象者（福祉用具あるいは住宅改修導入直前の時点における状況） 

年齢・性別 

世帯構成 

居住環境 

主な介護者 

満 81 歳・女性 

夫婦のみ 

戸建持ち家（自己所有） 

夫（84 歳、介護認定なし） 

要介護度 

日常生活自立度 

認知症自立度 

要介護１ 

A2 

自立 

利用者の状態 

 

 導入前 導入後 

(1) 寝返り 何かにつかまればできる 立ち上がり、屋内歩行、家

事が容易になった。 (2) 起き上がり 何かにつかまればできる 

(3) 立ち上がり 何かにつかまればできる 

(4) 移乗 見守り等 

(5) 座位 自分の手で支えればできる 

(6) 屋内歩行 何かにつかまればできる 

(7) 屋外歩行 何かにつかまればできる 

(8) 移動（車いす含） 見守り等 

(9) 排泄 何かにつかまればできる 

(10) 入浴 見守り等 

(11) 食事 自立（介助なし） 

(12) 更衣 自立（介助なし） 

(13) 意思の伝達 自立（介助なし） 

(14) 視覚・聴覚 問題なし 
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Ⅱ．福祉用具導入前・住宅改修前のアセスメント、目標設定、福祉用具導入・住宅改修プランなど 

福祉用具導入・住宅改

修前の利用者本人・家

族の要望および導入

後の評価コメント 

導入前 導入後 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 利用者の精神的負担の軽減、不安

の緩和 

 利用者の生活意欲の向上 

 動作が容易になり、本人の身体的

負担の軽減につながった。 

 転倒等の防止、安全の確保につな

がった。 

 

 

 

福祉用具導入・住宅改

修を検討する際に特

に留意したこと 

 利用者の自立支援につながる目標設定。 

 利用者・家族と面談して利用者の希望、心身の状況、及び住環境を調査。 

 福祉用具のレンタルと合わせて、理学療法士がリハビリに関わっていたので、

理学療法士から意見をもらいつつ動作の評価を行った。 

 当初依頼を受けた際に、「自宅でリハビリを行いたい」「できないことがあるの

で借りられるものがあれば借りたい」という利用者の要望があった。最初から

理学療法士が関与していたので、プランニングの際も意見をもらえたため、ケ

アマネジャーと理学療法士が一緒に目標設定を行った。 

上記を実施した結果、

問題となった点、あるい

は工夫した点 

 早い段階から理学療法士が関与したことで、本人のリハビリ意向にしっかり応

えることができた。 

ケアプランの中で選択

したサービス 

 福祉用具貸与と住宅改修。 

 2014年7月に大腿骨骨折して入院。8月に退院した後すぐにレンタルで福祉用

具を導入した。その後ある程度歩行の状態もよくなってきたので、ご本人の要

望もありレンタル品を返却する代わりに、2015 年 1 月末に住宅改修を行った。

 

福祉用具貸与・販売 に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

福祉用具導入によっ

て、改善しようとした高

齢者の生活動作 

 立ち上がり（ソファ、トイレ、玄関）、家事、屋内歩行。 

 大腿骨を骨折していたので筋力が低下していた。また、痛みが出ていたので

どうしても杖に頼らざるを得なかった。そのため両手がふさがって行動に制限

が出た。 

福祉用具導入前にお

ける目標設定と成果 

目 標 成 果 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減  

導入した福祉用具  以下 4 か所に手すりを設置。同時にリハビリも実施。 

1） 台所作業をする際に両手が使えるよう立位を保持する手すりを設置 

2） ソファからの立ち上がりを楽にする手すりを設置 

3） 玄関先に踏み台式の手すりを設置 

4） トイレにフレーム型の手すりを設置 

福祉用具導入費  福祉用具貸与 12,000 円/月 

介護保険の利用  全額介護保険を利用 
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住宅改修に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

住宅改修によって改善

しようとした高齢者の

生活動作 

 立ち上がり（トイレ、玄関）、屋内歩行。 

 大腿骨骨折後、杖を利用していたため、行動に制限が出た。福祉用具レンタ

ルによりある程度回復はしたものの、立ち座りでつかめるところがあった方が

楽にできるので、本人の希望により住宅改修を行った。 

住宅改修前における

目標設定と成果 

目 標 成 果 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

 自立した生活の維持 

 できなかったことをできるようにする

 転倒等の防止、安全の確保 

 動作の容易性の確保 

 利用者の身体的負担の軽減 

住宅改修項目  福祉用具を返却する代わりに、玄関先の踏み台と手すり、トイレの手すりの 3

点を改修した。 

 手すりの取り付け自体は半日で完了した。 

 行政に申請して申請が認められたのは 1 週間後であった。行政によっては 2

週間程度掛かるところもある。 

住宅改修費用  78,000 円 

介護保険・助成金の利

用 

 全額介護保険を利用 

 

Ⅲ． 福祉用具導入もしくは住宅改修後 の状況確認 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後、ケアマネ

ジャーによる状況確認 

 

 住宅改修後、住宅改修事業者が動作確認を行った。 

 また改修後 1 週間後に、ケアマネジャーと理学療法士が一緒に訪問して動作

確認を行った。 

 通常、ケアマネジャーが一人で行く場合と、福祉用具専門相談員や理学療法

士と一緒に訪問してそれぞれの職種から聞き取りを行う場合がある。導入後、

関与した者は必ず訪問して評価している。 

 各専門職からは、必ず報告書をもらっている。 

 本事例では、ケアマネジャーと福用具専門相談員、理学療法士が集まるタイミ

ングがあったので、その際に情報交換を行った。 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後の問題点 

 

 問題点なし。 

 一般には、福祉用具のマットレスを導入した場合、マットが固すぎるといった話

が出ることはあるが、福祉用具・住宅改修に関わらず、最初の打合せで本人

や家族としっかり話ができていれば、トラブルにはならない。 

 

Ⅳ．福祉用具もしくは住宅改修の支援方法について 

本事例における自立支
援の効果 

 

 自立支援の効果はあった。 

 用具を借りただけでなく、その間にリハビリも並行して行っていたので、相乗効

果により状態が改善したと考えられる。 

本事例で、福祉用具導
入もしくは住宅改修に
関わった人 

 

 ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、建築士、建築施工者、理学療法士が

関与。主担当はケアマネジャー。 
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本事例を通して見つか
った課題 

 

 特に課題はない。もしまた転倒して骨折となれば新たな課題は出てくるが、現

状ではリハビリを続けて少しずつ歩行距離が伸びていけば問題はない。 

 坂が多い地区に住んでいる方なので、駅に行くにも山を下らなければならな

い。本人の目標は、駅前のスーパーまで一人で買い物に行って帰ってくるこ

と。片道分の筋力はついてきたが、往復はまだ難しい状況である。 

 早期に住環境整備を行うことは非常に意義がある。重度化予防になる。ある

程度自分でできる範囲が広がり、今まで苦労してやっていたことが少しでも楽

にでき、転倒予防にもつながるため、非常に有効である。 

 年齢に関わらず状態に応じて早めに環境整備を行う必要があるが、本人がそ

の必要性を感じなければ提案をしても受け入れられない。本人の意識を変え

るには、関与している職種が複数で促せばよいかもしれない。 

 ケアマネジャーは、生活の一部分だけでなく全てを見ている。身体的アセスメ

ントも取っているので、それらを加味してケアプランを検討しているが、必要性

があると思った場合でも、本人の意志が優先される。 

 
 

回答者の役職 主任介護支援専門員 

性別 男性 年齢 40 代 

ケアマネジャーの経験年数  12 年 

基礎資格  ヘルパー2 級 

回答者の所持資格  主任介護支援専門員 

 福祉用具専門相談員 

 社会福祉主事 
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社会福祉法人 ロザリオの聖母会 ロザリオ高齢者支援センター 

（居宅介護支援事業所） 

【所在地】〒289-2513 千葉県旭市野中 3820-12 

【従業員】６名  【サービス提供地域】旭市 【主な事業内容】居宅介護支援、訪問介護 

 

■ 事業所について 

法人種別 社会福祉法人 

居宅介護支援事業の実

施年数 

10 年以上（平成 27 年 1 月末現在） 

併設サービス 訪問介護 

従業員数 

（平成 27 年 1 月末現在）

 常勤 6 人、非常勤 0 人、常勤換算 6 人 

うちケアマネジャー常勤 3 人、非常勤 15 人、常勤換算 3 人 

平成 25 年度 1 年間の 

ケアプラン作成数 

 ケアプラン作成数：約 1260 件 

うち福祉用具貸与・販売に関わる件数：約 600 件 

うち住宅改修に関わる件数：約 25 件 

 住宅改修のみの「理由書」作成数：約 25 件 

平成24年度以降の福祉

用具貸与・販売に関す

る研修 

 事業所内で、福祉用具の使用方法や事故に関する研修、見学会等を実施。 

 外部研修も実施している。当事業所で企画・運営する場合もある。また、福祉

用具事業者のデモ研修や地区研修などにも参加している。 

平成24年度以降の住宅

改修に関する研修 

 県の現任者研修を受講している。 

 

■ 事例要旨 

 福祉用具・住宅改修導入前の対象者の状態 

78 歳の女性。戸建て住宅で息子家族と生活。胸椎圧迫骨折で激しい痛みがあり動けず、2 か月間入

院。退院後、老健施設に 3～4 か月入所してリハビリを行い、その後自宅に戻った。退所時の介護度

は要介護１。起き上がりや立ち上がりは何かにつかまればできるが、歩行・入浴は一部介助、排泄・

食事は見守りが必要な状況であった。 

 利用者本人・家族の要望 

自宅で喫茶店を経営していたため、「デイサービスに行くよりお店に出たい」、「自宅で過ごしたい」、「ト

イレと食事だけは自分で取りたい」という本人の希望であった。 

 導入前のアセスメント・目標設定・ケアプラン 

退所にあたり、施設でできるようになった活動が自宅でも行えるよう、施設での生活状況を確認し、自

宅の環境整備をイメージした。また、ベッドから一人で起き上がり、トイレや食事ができるようにという

本人の希望に応じてケアプランを作成した。 

 導入サービス 

福祉用具貸与（特殊寝台と付属品）と住宅改修（トイレと廊下に手すりを計３カ所設置）により住環境調

整を行った。家族の介護が可能であったため、人的サービスの利用はない。 

 導入後の状況確認 

訪問して、本人・家族から聞き取りを行うとともに、本人に実際に動いてもらい、起き上がりや歩行確
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認を行った。その際使用方法について説明や助言も行った。また、福祉用具貸与事業者および住宅

改修事業者からも報告を受けた。 

 導入後の自立支援の効果 

起き上がり、立ち上がり、屋内歩行、排泄については、自分自身で行えるようになった。福祉用具は 4

年間レンタルし、状態像が改善したため返却。その後介護保険の利用はない。 

 関与者 

ケアマネジャー（主担当）、福祉用具専門相談員、建築施工者が関与。 

 課題 

一般に、福祉用具販売もしくは住宅改修だけのケースについては、給付管理の対象ではないため、ケ

アマネジャーが関与してもケアマネジャーの業務に対する評価（報酬）はなく、給付管理の件数にもカ

ウントされない。また導入後、意識的に定期訪問してボランティアでモニタリングを行う以外、介護報酬

上継続した支援ができない。 

 

■ 事例詳細 

Ⅰ．対象者（福祉用具あるいは住宅改修導入直前の時点における状況） 

年齢・性別      

世帯構成 

居住環境 

主な介護者 

満 78 歳・女性 

息子夫婦と孫 1 人の 4 人家族 

戸建持ち家（自己所有） 

息子夫婦 

要介護度 

日常生活自立度 

認知症自立度 

要介護１ 

A2 

自立 

利用者の状態 

 

 導入前 導入後 

(1) 寝返り 一部介助 起き上がり、立ち上がり、屋

内歩行、排泄については、

自分自身で行えるようにな

った。 

(2) 起き上がり 何かにつかまればできる 

(3) 立ち上がり 何かにつかまればできる 

(4) 移乗 一部介助 

(5) 座位 自分の手で支えればできる 

(6) 屋内歩行 一部介助 

(7) 屋外歩行 一部介助 

(8) 移動 一部介助 

(9) 排泄 見守り等 

(10) 入浴 一部介助 

(11) 食事 見守り等 

(12) 更衣 一部介助 

(13) 意思の伝達 自立（介助なし） 

(14) 視覚・聴覚 問題なし 

(15) その他  神経因性膀胱によるバル

ーンカテーテルの留置を行

っていた。 

 車いすは施設では使ってい

たが、自宅に帰ると同時に

使用をやめた。 
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Ⅱ．福祉用具導入前・住宅改修前のアセスメント、目標設定、福祉用具導入・住宅改修プランなど 

福祉用具導入・住

宅改修前の利用者

本人・家族の要望

および導入後の評

価コメント 

導入前 導入後 

 自宅で喫茶店を経営していたため、「デ

イサービスに行くよりお店に出たい」、

「自宅で過ごしたい」、「トイレと食事だ

けは自分で取りたい」という本人の希望

であった。 

 家族からは、「自宅では一人で過ごせ

るようになった。」、「日中は、店舗にも

顔を見せてくれるようになった。」、「以

前は付き添わなければならなかった

が、今は見守りで大丈夫になった。」と

いった話があった。 

 また本人からも「一人で動けています」

という話があった。 

福祉用具導入・住

宅改修を検討する

際に特に留意した

こと 

 自分でトイレに行ったり、食事をしたいという希望であったので、多少不自由はして

も自分で頑張りましょうということで、人的サービスは利用せず環境調整を行った。

転倒などの怪我の予防には注意を払った。 

 老健施設に入所していたので、施設でできるようになった活動が自宅でも行えるよ

う、施設での自立の仕方（施設環境）を基本に、自宅の環境整備をイメージした。施

設での生活状況（ベッドの高さや向き、歩行可能な距離等）はかなり調べた。 

上記を実施した結

果、 問題と な っ た

点、あるいは工夫し

た点 

 2階に自室があり1階がお店なので、階下まで降りてこなければならないが、その移

動自体をリハビリと捉え、お店にも顔が出すことで社会との接点も保てるよう、自室

からの動線には注意して手すりを設置した。 

ケアプランの中で

選択したサービス 

 福祉用具貸与と住宅改修 

 

福祉用具貸与・販売 に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

福祉用具導入によっ

て、改善しようとした高

齢者の生活動作 

 起居 

両下肢の筋力低下があり、ベッド柵につかまって起き上がることはできるが、

それ以上は難しい状況であった。立つ動作までは自力でできるように、特殊寝

台を活用した。 

 その他の活動 

バルーンカテーテルの留置も行っていたため、背もたれの調整や手すりを利

用して自分で開栓できることも目的であった。 

福祉用具導入前にお

ける目標設定と成果 

 

目標 成果 

 手すりにつかまって起き上がり、立ち

上がれること。 

 自身で高さ調整が可能なこと。 

 転落予防や寝具のずれ落ち予防に

よる安眠確保。 

 体調不調時の介護者の負担軽減。 

 左記目標を達成した。 

 最終的にはバルーンカテーテルも外

れ、特殊寝台を返却しても生活がで

きるようになった。 

導入した福祉用具  特殊寝台 

 特殊寝台付属品（マットレス、サイドレール、介助バー） 

福祉用具導入費  福祉用具貸与：1,900 円/月 

介護保険の利用  全額介護保険を利用 
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住宅改修に関するアセスメント、目標設定、プランについて 

住宅改修によって改善

しようとした高齢者の

生活動作 

 排泄：トイレが自力でできること。 

 その他の活動：宅内および店舗まで自力で移動できること。 

住宅改修前における

目標設定と成果 

 

目標 成果 

 トイレが自力でできること。 

 宅内および店舗まで自力で移動でき

ること。 

 左記目標を達成した。 

住宅改修項目  トイレ内に 1 か所、廊下に 2 か所、計 3 か所に手すりを設置した。 

 ダイニングなどでの立ち座りは、テーブルなどつかまる場所があるので、無理に

手すりをつけなかった。身体状態や環境に応じて、最低限必要なものを設置し

た。 

住宅改修費用  約 100,000 円 

介護保険・助成金の利

用 

 全額介護保険を利用 

 

Ⅲ． 福祉用具導入もしくは住宅改修後 の状況確認 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後、ケアマネ

ジャーによる状況確認 

 訪問して、本人・家族から聞き取りを行った。また、本人に実際に動いてもらい、

起き上がりや歩行状況を確認した。その際、ベッドの使用方法の説明や助言を

行った。 

 また、福祉用具貸与事業者、住宅改修事業者からの聞き取りを行った。 

 導入前は福祉用具および住宅改修事業者の方と一緒に自宅を訪問し、本人・

家族からの聞き取りと動作確認を行ってプランを作成するが、導入後は各事業

者単位で訪問・確認し、報告をもらっている。 

福祉用具導入もしくは

住宅改修後の問題点 

 特に問題点なし。 

 

Ⅳ．福祉用具もしくは住宅改修の支援方法について 

本事例における自立支
援の効果 

 効果はあった。 

 本人からの聞き取りで、自分で生活できることに自身が持てたことがわかった。

自分で動けることを前提にプランを立てたので、本人にとっては大変だったと思

うが、日中一人で家族の見守りがなくても生活できるようになったことはよかっ

た。 

本事例で、福祉用具導
入もしくは住宅改修に
関わった人 

 ケアマネジャー（作業療法士の資格も所持）、福祉用具専門相談員、建築施工

者。主担当はケアマネジャー。 

本事例を通して見つか
った課題 

(1) 給付管理がない場合の、ケアマネジャーのケアマネジメント業務に関する評

価（報酬）がない 

 福祉用具販売もしくは住宅改修だけの場合、訪問、相談援助、アセスメント、プ

ランニング、モニタリングまで含めたケアマネジメント業務において、ケアマネジ

ャーに対する報酬が発生しない。また、一方で、福祉用具貸与を含む他の介護

給付管理が発生したマネジメントについては報酬が発生する。 

 介護サービスの有無に関わらず、相談があれば、本人の意向や環境条件から
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最適なケアプランを作成しているが、結果的に福祉用具販売や住宅改修だけで

済む場合は（無理に他のサービスを利用する必要はないため）無報酬となる。 

 福祉用具販売や住宅改修だけでも、訪問、アセスメント、プランニングなど一連

の業務は発生する。これらの隠れた支援に対する評価（報酬）は必要と考える。

 

(2) 福祉用具販売や住宅改修だけではケアマネジャーが係る業務の実績として

評価されにくい。 

 福祉用具販売や住宅改修だけの場合、ケアマネジャーが関与しても、給付管理

の件数にカウントされないためデータが残らない。 

 例えば、仮に住宅改修プランや理由書作成の対価として何らかの報酬があれ

ば、実績としてデータが上がってくることが想定されるが、現在は無報酬のた

め、隠れた支援として表に出てこないのではないか。 

 また、給付実績は残るものの、介護認定は受けたが、ケアマネジメントを受けて

いないケースとして、利用実態が表出しにくい現状があるのではないか。 

 

(3) モニタリングが可能な制度設計が必要 

 本事例では、福祉用具貸与を行っていたため、導入後ケアマネジャーが毎月訪

問することができたが、福祉用具購入もしくは住宅改修だけの場合は、導入後、

長期間その効果や満足度についてモニタリングする人を手当てしにくいため、ケ

アマネジャーが意識的に定期訪問してボランティアでモニタリングする以外方法

がない。 

 いくら環境をよくしても、使うのは人間なので、本人や家族に使い方を上手く伝え

ていかないと効果的ではない。きちんとモニタリングができるような制度設計が

必要である。 

 
 

回答者の役職 主任介護支援専門員 

性別 男性 年齢 40 代 

ケアマネジャーの経験年数  15 年 

基礎資格  作業療法士 

回答者の所持資格  主任介護支援専門員 

 作業療法士 
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、

事
例

の
具

体
的

な
動

作
の

問
題

点
に

つ
い

て
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

(1
) 

起
居

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(2
) 

移
乗

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(3
) 

屋
内

移
動

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(4
) 

排
泄

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(5
) 

入
浴

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(6
) 

屋
外

移
動

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(7
) 

そ
の

他
の

 

活
動

 

（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

1
3
. 福

祉
用

具
導

入
前

に

お
け

る
目

標
設

定
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
4
. 上

記
目

標
に

つ
い

て
、

福
祉

用
具

導
入

後
、

達
成

し
た

項
目

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

（
福
祉
用
具
事
業
所
）

 

 

(1
0
) 

入
浴

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
1
) 

食
事

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
2
) 

更
衣

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
3
) 

意
思

の
伝

達
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
4
) 

視
覚

・
聴

覚
 

（
自

由
記

述
）
 

 

 

Ⅱ
．

福
祉

用
具

導
入

前
・
住

宅
改

修
前

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

目
標

設
定

、
福

祉
用

具
導

入
・
住

宅
改

修
プ

ラ
ン

な
ど

に
つ

い

て
伺

い
ま

す
。

 

8
. 

利
用

者
本

人
・
家

族

の
要

望
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

9
. 

福
祉

用
具

導
入

・
住

宅
改

修
を

検
討

す
る

際
に

、
特

に
留

意
し

た
こ
と

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
利

用
者

の
自

立
支

援
に

つ
な

が
る

目
標

設
定

 

2
．

 
利

用
者

・
家

族
と

面
談

し
て

利
用

者
の

希
望

、
心

身
の

状
況

、
及

び
住

環
境

を
調

査
 

3
．

 
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

整
合

性
の

確
保

 

4
．

 
専

門
的

見
地

か
ら

利
用

者
の

状
態

像
や

意
向

等
に

適
し

た
福

祉
用

具
・住

宅
改

修
を

選
定

5
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

1
0
. 上

記
9

で
選

択
し

た

項
目

を
実

施
し

た
結

果
、

問
題

と
な

っ
た

点
、

あ
る

い
は

工
夫

し

た
点

が
あ

れ
ば

具
体

的
に

記
述

し
て

く
だ

さ

い
。

（自
由

記
述

） 

 

1
1
. ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

は

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

中
で

ど
の

よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

し
ま

し
た

か
。

（
〇

は
１

つ
） 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
の

み
 

 
 

 
 

 
 

 
→

設
問

12
～

1
7

に
ご

回
答

く
だ

さ
い

 

2
．

 
住

宅
改

修
の

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 →

設
問

18
～

24
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

3
．

 
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
＋

住
宅

改
修

 
 

 
 
→

設
問

1
2
～

24
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

  
 



（
福
祉
用
具
事
業
所
）

 

 

2
0
. 住

宅
改

修
前

に
お

け

る
目

標
設

定
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
1
. 上

記
目

標
に

つ
い

て
、

住
宅

改
修

後
、

達
成

し
た

項
目

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
2
. 住

宅
改

修
項

目
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
手

す
り

の
取

付
け

 

2
．

 
段

差
の

解
消

 

3
．

 
引

き
戸

等
へ

の
扉

の
取

替
え

 

4
．

 
便

器
の

取
替

え
 

5
．

 
滑

り
防

止
等

の
た

め
の

床
材

の
変

更
 

6
．

 
そ

の
他

1（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

7
．

 
そ

の
他

2（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

8
．

 
そ

の
他

3（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

2
3
. 住

宅
改

修
費

用
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

(実
数

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

円
 

2
4
. 介

護
保

険
・
助

成
金

の
利

用
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
全

て
自

費
 

2
．

 
一

部
介

護
保

険
を

利
用

 

3
．

 
全

額
介

護
保

険
を

利
用

 

4
．

 
一

部
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

5
．

 
全

額
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

6
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

  
 

（
福
祉
用
具
事
業
所
）

 

 

1
5
. 導

入
し

た
福

祉
用

具

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ

い
。

 

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
車

い
す

 

2
．

 
車

い
す

付
属

品
 

3
．

 
特

殊
寝

台
 

4
．

 
特

殊
寝

台
付

属
品

 

5
．

 
床

ず
れ

防
止

用
具

 

6
．

 
体

位
変

換
器

 

7
．

 
手

す
り

 

8
．

 
ス

ロ
ー

プ
 

9
．

 
歩

行
器

 

1
0
．

 歩
行

補
助

つ
え

 

1
1
．

 認
知

症
老

人
徘

徊
感

知
機

器
 

1
2
．

 移
動

用
リ

フ
ト

(つ
り

具
の

部
分

を
除

く
）
 

1
3
．

 自
動

排
泄

処
理

装
置

 

1
4
．

 腰
掛

便
座

 

1
5
．

 自
動

排
泄

処
理

装
置

の
交

換
可

能
部

品
 

1
6
．

 入
浴

補
助

用
具

 

1
7
．

 簡
易

浴
槽

 

1
8．

 移
動

用
リ

フ
ト

の
つ

り
具

部
分

 

1
9．

 そ
の

他
 

（
具

体
的

に
： 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

1
6
. 福

祉
用

具
導

入
費

に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

お
お

よ
そ

の
金

額
で

結
構

で
す

。
 

(実
数

) 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

円
/月

 

2
．

 
特

定
福

祉
用

具
販

売
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

3
．

 
福

祉
用

具
販

売
（介

護
保

険
外

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

円
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

1
7
. 介

護
保

険
の

利
用

に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

(〇
は

１
つ

) 

1
．

 
全

て
自

費
 

2
．

 
一

部
介

護
保

険
を

利
用

 

3
．

 
全

額
介

護
保

険
を

利
用

 

4
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 以
下

の
設

問
は

、
 

住
宅

改
修

 
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

1
8
. 「

住
宅

改
修

が
必

要

な
理

由
書

」
を

確
認

す
る

機
会

は
あ

り
ま

し
た

か
。

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
あ

っ
た

 

2
．

 
な

か
っ

た
 

3
．

 
本

事
業

所
が

作
成

に
関

わ
っ

た
 

4
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
9
. 改

善
し

よ
う

と
し

た
 

高
齢

者
の

生
活

動

作
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

(1
)～

(4
)に

つ
い

て
該

当
す

る
項

目
す

べ
て

に
○

を
つ

け
、

 

事
例

の
具

体
的

な
動

作
の

問
題

点
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

(1
) 

排
泄

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(2
) 

入
浴

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(3
) 

外
出

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(4
) 

そ
の

他
の

 

活
動

 

（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 



（
福
祉
用
具
事
業
所
）

 

 

Ⅳ
．

福
祉

用
具

導
入

も
し

く
は

住
宅

改
修

の
支

援
方

法
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

29
. 本

事
例

で
、

自
立

支
援

の
効

果
は

あ
り

ま
し

た
か

。
（〇

は
１

つ
） 

そ
の

要
因

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

（自
由

記
述

） 

1
．

 
効

果
が

あ
っ

た
 

2
．

 
効

果
が

な
か

っ
た

 

そ
の

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と

（
自

由
記

述
） 

1.
 

本
事

例
で

、
福

祉
用

具
導

入
も

し
く

は
住

宅
改

修
に

関
わ

っ
た

人
は

ど
な

た
で

す
か

。
 

（関
わ

っ
た

人
す

べ
て

に
〇

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

そ
の

う
ち

主
担

当
者

１

人
に

◎
を

付
け

て
く
だ

さ
い

） 

1
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

 

2
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

3
．

 
建

築
士

 

4
．

 
建

築
施

工
者

 

5
．

 
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

 

6
．

 
そ

の
他

 
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

2
. 

本
事

例
を

通
し

て
、

見
つ

か
っ

た
課

題
が

あ
れ

ば
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（
自

由
記

述
）
 

 

 ◆
本

事
例

の
ご

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
追

加
の

ご
質

問
を

さ
せ

て
い

た
だ

く
可

能
性

が
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

協
力

い
た

だ
け

る
場

合
に

は
、

差
し

支
え

の
な

い
範

囲
で

ご
記

入
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

 

貴
事

業
所

名
 

 

ご
住

所
 

 

電
話

番
号

 
 

ご
回

答
者

の
お

名
前

 
 

役
職

 
 

ご
回

答
者

の
所

持
資

格
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

2
．

 
福

祉
用

具
プ

ラ
ン

ナ
ー

 

3
．

 
福

祉
住

環
境

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

( 
 

 
 

級
） 

4
．

 
増

改
築

相
談

員
 

5
．

 
建

築
士

（ 
 

 
級

） 

6
．

 
理

学
療

法
士

 

7
．

 
作

業
療

法
士

 

8
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

 

9
．

そ
の

他
 

（
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
）

 

（
福
祉
用
具
事
業
所
）

 

 

Ⅲ
．
 
福

祉
用

具
導

入
も

し
く

は
住

宅
改

修
後

 
の

状
況

確
認

な
ど

に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
 

2
5
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

P

３
ペ

ー
ジ

設
問

７
で

お
答

え
頂

い
た

利
用

者
の

状
態

で
変

化

（
改

善
）
が

あ
っ

た
項

目
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
寝

返
り

 

2
．

 
起

き
上

が
り

 

3
．

 
立

ち
上

が
り

 

4
．

 
移

乗
 

5
．

 
座

位
 

6
．

 
屋

内
歩

行
 

7
．

 
屋

外
歩

行
 

8
．

 
移

動
 

9
．

 
 排

泄
 

1
0
．

 入
浴

 

1
1
．

 食
事

 

1
2
．

 更
衣

 

1
3
．

 意
思

の
伝

達
 

1
4．

 視
覚

・
聴

覚
 

1
5．

 そ
の

他
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
6
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

福
祉

用
具

専
門

相

談
員

に
よ

る
状

況
確

認
は

、
ど

の
よ

う
に

行
い

ま
し

た
か

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

2
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

の
動

作
の

試
行

確
認

 

3
．

 
電

話
等

に
よ

る
本

人
・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

4
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

か
ら

の
聞

き
取

り
（
報

告
）
 

5
．

 
住

宅
改

修
事

業
者

か
ら

の
聞

き
取

り
（
報

告
）
 

6
．

 
状

況
確

認
は

行
わ

な
か

っ
た

 

7
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
7
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

問
題

点
は

あ
り

ま
し

た
か

。
(〇

は
１

つ
) 

「
問

題
点

 
あ

り
」
の

場
合

は
、

そ
の

対
処

法
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
自

由
記

述
） 

1
．

問
題

点
 

な
し

 
 

2
．

問
題

点
 

あ
り

 

「
問

題
点

 
あ

り
」
の

場
合

の
対

処
法

 

2
8
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
の

利
用

者
本

人
・
家

族

の
評

価
コ

メ
ン

ト
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

 
 



（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 事

例
１

 
※

以
下

の
設

問
は

、
貴

事
業

所
に

お
け

る
個

別
の

事
例

に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
 

事
例

ご
と

に
シ

ー
ト

を
分

け
て

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
最

大
３

事
例

分
の

シ
ー

ト
を

同
封

し
て

い
ま

す
。

 

 

高
齢

者
の

自
立

し
た

生
活

（
予

後
を

含
む

）
を

支
援

す
る

た
め

に
、

早
期

※
に

、
住

宅
改

修
（
介

護
保

険

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

含
む

）
を

行
っ

た
事

例
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

※
 

本
研

究
事

業
に

お
い

て
は

、
居

住
環

境
を

含
め

た
生

活
全

般
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

（
課

題
の

抽
出

）
を

行
っ

た
の

ち
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
立

案
・
実

行
過

程
に

お
け

る
、

比
較

的
早

い
段

階
を

 
「
早

期
」
と

考
え

て
い

ま
す

。
日

常
生

活
の

遂
行

に
支

障
を

き
た

し
介

護
が

必

要
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

高
齢

者
に

つ
い

て
、

福
祉

用
具

や
住

宅
改

修
に

よ
っ

て
そ

れ
を

予
防

す
る

こ
と

が
可

能
か

ど
う

か
、

あ
る

い

は
た

と
え

ば
「
要

介
護

１
」
の

状
態

の
高

齢
者

に
対

し
て

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

前
の

福
祉

用
具

・
住

宅
改

修
の

導
入

が
効

果

的
か

ど
う

か
を

検
討

す
る

こ
と

が
本

研
究

事
業

の
目

的
で

す
。

 

 

Ⅰ
．

 
本

事
例

の
対

象
者

に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
住

宅
改

修
直

前
の

時
点

に
お

け
る

状
況

で
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
 

1
. 

年
齢

 

（
実

数
） 

満
 

 
 

 
 

 
 

 
歳

 

2
. 

性
別

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
男

性
 

 
 

2
．

 
女

性
 

3
. 

世
帯

構
成

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
一

人
暮

ら
し

 

2
．

 
夫

婦
の

み
 

3
．

 
子

ど
も

（
世

帯
）
と

同
居

 

4
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

4
. 

居
住

環
境

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
戸

建
持

ち
家

（
自

己
・
家

族
所

有
）
 

2
．

 
マ

ン
シ

ョ
ン

（
自

己
・
家

族
所

有
） 

3
．

 
賃

貸
住

宅
 

4
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

5
. 

主
な

介
護

者
 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
夫

ま
た

は
妻

 

2
．

 
子

ど
も

（
家

族
） 

3
．

 
ヘ

ル
パ

ー
 

4
．

 
介

護
は

必
要

な
い

 

5
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

6
. 

要
介

護
度

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
自

立
 

2
．

 
要

支
援

１
 

3
．

 
要

支
援

２
 

4
．

 
要

介
護

１
 

5
．

 
要

介
護

２
 

6
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

7
. 

利
用

者
の

状
態

 

(1
)～

(1
3
)に

つ
い

て

そ
れ

ぞ
れ

〇
は

１

つ
、

 

(1
4
)に

つ
い

て
は

自

由
記

述
。

 

(1
) 

寝
返

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(2
) 

起
き

上
が

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(3
) 

立
ち

上
が

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(4
) 

移
乗

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(5
) 

座
位

 
1
．

 
で

き
る

 

2
．

 自
分

の
手

で
支

え
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
支

え
て

も
ら

え
れ

ば
で

き
る

(6
) 

屋
内

歩
行

 
1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(7
) 

屋
外

歩
行

 
1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 高

齢
者

の
自

立
し

た
日

常
生

活
を

支
援

す
る

福
祉

用
具

・
住

宅
改

修
の

あ
り

方
に

関
す

る
 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
 

 貴
事

業
所

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
 

 1
. 

法
人

種
別

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
株

式
会

社
 

2
．

 
有

限
会

社
 

3
．

 
社

会
福

祉
法

人
 

4
．

 
特

定
非

営
利

活
動

法
人

 

5
．

 
そ

の
他

 

（
具

体
的

に
： 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

2
. 

住
宅

改
修

事
業

の

実
施

年
数

（
平

成
2
7

年
1

月
末

現
）
 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
１

年
未

満
 

2
．

 
１

年
以

上
２

年
未

満
 

3
．

 
２

年
以

上
３

年
未

満
 

4
．

 
３

年
以

上
５

年
未

満
 

5
．

 
５

年
以

上
１

０
年

未
満

 

6．
 
１

０
年

以
上

 

3
. 

貴
事

業
所

の
併

設

サ
ー

ビ
ス

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
、

特
定

福
祉

用
具

販
売

 

2
．

 
そ

の
他

 （
具

体
的

に
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

4
. 

貴
事

業
所

の
従

業

員
数

（
平

成
2
7

年
1

月
末

現
）
 

従
業

員
数

（
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

を
除

く
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
人

 

 

う
ち

建
築

士
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

う
ち

福
祉

住
環

境
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（2

級
以

上
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
人

 

う
ち

増
改

築
相

談
員

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 人
 

5
. 

貴
事

業
所

の
住

宅

改
修

サ
ー

ビ
ス

の
 

平
成

2
5

年
度

1
年

間
の

利
用

者
数

（
実

数
）
 

利
用

者
 

実
人

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
人

 

利
用

者
 

延
人

数
（
総

利
用

者
数

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

6
. 

平
成

2
4

年
度

以
降

の
住

宅
改

修
に

関
す

る
研

修
実

施
の

 

有
無

（
〇

は
１

つ
） 

1
．

 
事

業
所

内
で

行
っ

た
 

2
．

 
外

部
研

修
を

受
講

し
た

 

3
．

 
行

っ
て

い
な

い
 

7
. 

平
成

2
4

年
度

以
降

の
福

祉
用

具
に

関
す

る
研

修
実

施
の

 

有
無

（
〇

は
１

つ
） 

1
．

 
事

業
所

内
で

行
っ

た
 

2
．

 
外

部
研

修
を

受
講

し
た

 

3
．

 
行

っ
て

い
な

い
 

   
 



（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 1

1
. 上

記
10

で
選

択
し

た

項
目

を
実

施
し

た
結

果
、

問
題

と
な

っ
た

点
、

あ
る

い
は

工
夫

し
た

点
が

あ
れ

ば
具

体
的

に
記

述
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
自

由
記

述
） 

 

1
2
. 改

善
し

よ
う

と
し

た
 

高
齢

者
の

生
活

動

作
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

(1
)～

(4
)に

つ
い

て
該

当
す

る
項

目
す

べ
て

に
印

を
つ

け
、

 

事
例

の
具

体
的

な
動

作
の
問

題
点

に
つ

い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

(1
) 

排
泄

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(2
) 

入
浴

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(3
) 

外
出

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(4
) 

そ
の

他
の

 

活
動

 

（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 

(8
) 

移
動

 

（
車

い
す

の
使

用
を

含
む

） 

1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(9
) 

排
泄

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
0
) 

入
浴

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
1
) 

食
事

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
2
) 

更
衣

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
3
) 

意
思

の
伝

達
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
4
) 

視
覚

・
聴

覚
 

（
自

由
記

述
）
 

 

 Ⅱ
．

 
 

住
宅

改
修

前
 

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

目
標

設
定

、
住

宅
改

修
プ

ラ
ン

な
ど

に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
 

8
. 

「
住

宅
改

修
が

必
要

な
理

由
書

」
を

確
認

す
る

機
会

は
あ

り
ま

し
た

か
。

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
あ

っ
た

 

2
．

 
な

か
っ

た
 

3
．

 
本

事
業

所
が

作
成

に
関

わ
っ

た
 

4
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

 

9
. 

利
用

者
本

人
・
家

族

の
要

望
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
0
. 住

宅
改

修
を

検
討

す

る
際

に
、

特
に

留
意

し
た

こ
と

は
ど

の
よ

う

な
こ

と
で

す
か

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
利

用
者

の
自

立
支

援
に

つ
な

が
る

目
標

設
定

 

2
．

 
利

用
者

・
家

族
と

面
談

し
て

利
用

者
の

希
望

、
心

身
の

状
況

、
及

び
住

環
境

を
調

査
 

3
．

 
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

整
合

性
の

確
保

 

4
．

 
専

門
的

見
地

か
ら

利
用

者
の

状
態

像
や

意
向

等
に

適
し

た
福

祉
用

具
・住

宅
改

修
を

選
定

5
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 



（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 Ⅲ

．
 
 

住
宅

改
修

後
 

の
状

況
確

認
な

ど
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

1
9
. 住

宅
改

修
後

、
 

３
ペ

ー
ジ

設
問

７
で

お
答

え
頂

い
た

利
用

者
の

状
態

で
変

化

（
改

善
）
が

あ
っ

た
項

目
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
寝

返
り

 

2
．

 
起

き
上

が
り

 

3
．

 
立

ち
上

が
り

 

4
．

 
移

乗
 

5
．

 
座

位
 

6
．

 
屋

内
歩

行
 

7
．

 
屋

外
歩

行
 

8
．

 
移

動
 

9
．

 
 排

泄
 

1
0
．

 入
浴

 

1
1
．

 食
事

 

1
2
．

 更
衣

 

1
3
．

 意
思

の
伝

達
 

1
4．

 視
覚

・
聴

覚
 

1
5．

 そ
の

他
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
0
. 住

宅
改

修
後

、
住

宅

事
業

所
に

よ
る

状
況

確
認

は
、

ど
の

よ
う

に
行

い
ま

し
た

か
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

2
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

の
動

作
の

試
行

確
認

 

3
．

 
電

話
等

に
よ

る
本

人
・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

4
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

か
ら

の
聞

き
取

り
（
報

告
）
 

5
．

 
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

か
ら

の
聞

き
取

り
（
報

告
）
 

6
．

 
状

況
確

認
は

行
わ

な
か

っ
た

 

7
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
1
. 住

宅
改

修
後

、
問

題

点
は

あ
り

ま
し

た
か

。

(〇
は

１
つ

) 

「
問

題
点

あ
り

」
の

場

合
は

、
そ

の
対

処
法

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
自

由
記

述
） 

1
．

問
題

点
 

な
し

 
 

2
．

問
題

点
 

あ
り

 

「
問

題
点

 
あ

り
」
の

場
合

の
対

処
法

 

2
2
. 住

宅
改

修
後

の
利

用
者

本
人

・
家

族
の

評
価

コ
メ

ン
ト

に
つ

い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

  
 

（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 1

3
. 住

宅
改

修
前

に
お

け

る
目

標
設

定
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
4
. 上

記
目

標
に

つ
い

て
、

住
宅

改
修

後
、

達
成

し
た

項
目

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
5
. 住

宅
改

修
項

目
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
手

す
り

の
取

付
け

 

2
．

 
段

差
の

解
消

 

3
．

 
引

き
戸

等
へ

の
扉

の
取

替
え

 

4
．

 
便

器
の

取
替

え
 

5
．

 
滑

り
防

止
等

の
た

め
の

床
材

の
変

更
 

6
．

 
そ

の
他

1
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

7
．

 
そ

の
他

2
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

8
．

 
そ

の
他

3
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

1
6
. 住

宅
改

修
費

用
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

(実
数

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

1
7
. 介

護
保

険
・
助

成
金

の
利

用
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
全

て
自

費
 

2
．

 
一

部
介

護
保

険
を

利
用

 

3
．

 
全

額
介

護
保

険
を

利
用

 

4
．

 
一

部
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

5
．

 
全

額
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

6
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

1
8
. 住

宅
改

修
に

併
せ

て
、

福
祉

用
具

導
入

（
貸

与
・
販

売
含

む
）

を
実

施
し

ま
し

た
か

。
 

(〇
は

１
つ

) 

「
実

施
し

た
」
場

合
は

a
～

c
の

該
当

項
目

に
〇

を
つ

け
て

く
だ

さ

い
。

 

1
．

 
実

施
し

た
（a

．
車

い
す

 
b．

特
殊

寝
台

 
c．

そ
の

他
（
具

体
的

に
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

2
．

 
実

施
し

て
い

な
い

 

3
．

 
わ

か
ら

な
い

 

 



（
住
宅
改
修
事
業
所
）

 

  
 Ⅳ

．
 

住
宅

改
修

の
支

援
方

法
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

23
. 本

事
例

で
、

自
立

支
援

の
効

果
は

あ
り

ま
し

た
か

。
（〇

は
１

つ
） 

そ
の

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と

を
お

書
き

く
だ

さ
い

。
 

（自
由

記
述

） 

1
．

 
効

果
が

あ
っ

た
 

2
．

 
効

果
が

な
か

っ
た

 

そ
の

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と

（
自

由
記

述
） 

2
4
. 本

事
例

で
、

住
宅

改

修
に

関
わ

っ
た

人
は

ど
な

た
で

す
か

？
 

（関
わ

っ
た

人
す

べ
て

に
〇

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。
 

そ
の

う
ち

、
主

担
当

者

１
人

に
◎

を
付

け
て

く

だ
さ

い
） 

1
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

 

2
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

3
．

 
建

築
士

 

4
．

 
建

築
施

工
者

 

5
．

 
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

 

6
．

 
そ

の
他

 
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

2
5
. 本

事
例

を
通

し
て

、

見
つ

か
っ

た
課

題
が

あ
れ

ば
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
自

由
記

述
） 

 

 ◆
本

事
例

の
ご

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
追

加
の

ご
質

問
を

さ
せ

て
い

た
だ

く
可

能
性

が
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

協
力

い
た

だ
け

る
場

合
に

は
、

差
し

支
え

の
な

い
範

囲
で

ご
記

入
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

 

貴
事

業
所

名
 

 

ご
住

所
 

 

電
話

番
号

 
 

ご
回

答
者

の
お

名
前

 
 

役
職

 
 

ご
回

答
者

の
所

持
資

格
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
建

築
士

（ 
 

 
級

） 

2
．

 
増

改
築

相
談

員
 

3
．

 
福

祉
住

環
境

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

( 
 

 
 

級
） 

4
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

5
．

 
福

祉
用

具
プ

ラ
ン

ナ
ー

 

6
．

 
理

学
療

法
士

 

7
．

 
作

業
療

法
士

 

8
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

 

9
．

 
そ

の
他

 

（
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
）

 



（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

事
例

１
 

※
以

下
の

設
問

は
、

貴
事

業
所

に
お

け
る

個
別

の
事

例
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

事
例

ご
と

に
シ

ー
ト

を
分

け
て

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
最

大
３

事
例

分
の

シ
ー

ト
を

同
封

し
て

い
ま

す
。

 

 

高
齢

者
の

自
立

し
た

生
活

（
予

後
を

含
む

）
を

支
援

す
る

た
め

に
、

早
期

※
に

、
福

祉
用

具
の

活
用

や
住

宅
改

修
（
介

護
保

険
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
）
を

行
っ

た
事

例
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

※
 

本
研

究
事

業
に

お
い

て
は

、
居

住
環

境
を

含
め

た
生

活
全

般
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

（
課

題
の

抽
出

）
を

行
っ

た
の

ち
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
立

案
・
実

行
過

程
に

お
け

る
、

比
較

的
早

い
段

階
を

 
「
早

期
」
と

考
え

て
い

ま
す

。
日

常
生

活
の

遂
行

に
支

障
を

き
た

し
介

護
が

必

要
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

高
齢

者
に

つ
い

て
、

福
祉

用
具

や
住

宅
改

修
に

よ
っ

て
そ

れ
を

予
防

す
る

こ
と

が
可

能
か

ど
う

か
、

あ
る

い

は
た

と
え

ば
「
要

介
護

１
」
の

状
態

の
高

齢
者

に
対

し
て

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

前
の

福
祉

用
具

・
住

宅
改

修
の

導
入

が
効

果

的
か

ど
う

か
を

検
討

す
る

こ
と

が
本

研
究

事
業

の
目

的
で

す
。

 

 Ⅰ
．

本
事

例
の

対
象

者
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

福
祉

用
具

あ
る

い
は

住
宅

改
修

導
入

直
前

の
時

点
に

お
け

る
状

況
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

1
. 

年
齢

（
実

数
）
 

満
 

 
 

 
 

 
 

 
歳

 

2
. 

性
別

（
〇

は
１

つ
） 

1
．

 
男

性
 

 
2
．

 
女

性
 

3
. 

世
帯

構
成

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
一

人
暮

ら
し

 

2
．

 
夫

婦
の

み
 

3
．

 
子

ど
も

（
世

帯
）
と

同
居

 

4
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

4
. 

居
住

環
境

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
戸

建
持

ち
家

（
自

己
・
家

族
所

有
）
 

2
．

 
マ

ン
シ

ョ
ン

（
自

己
・
家

族
所

有
） 

3
．

 
賃

貸
住

宅
 

4
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

5
. 

主
な

介
護

者
 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
夫

ま
た

は
妻

 

2
．

 
子

ど
も

（
家

族
） 

3
．

 
ヘ

ル
パ

ー
 

4
．

 
介

護
は

必
要

な
い

 

5
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

6
. 

要
介

護
度

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
自

立
 

2
．

 
要

支
援

１
 

3
．

 
要

支
援

２
 

4
．

 
要

介
護

１
 

5
．

 
要

介
護

２
 

6
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

7
. 

日
常

生
活

自
立

度
 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
自

立
 

2
．

 
J
 

3
．

 
A

2 

4
．

 
A

1 

5
．

 
B

1 

6
．

 
B

2 

7
．

 
C

1 

8
．

 
C

2 

8
. 

認
知

症
自

立
度

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
自

立
 

2
．

 
Ⅰ

 

3
．

 
Ⅱ

a 

4
．

 
Ⅱ

b 

5
．

 
Ⅲ

a 

6
．

 
Ⅲ

b 

7
．

 
Ⅳ

 

8
．

 
M

 

9
. 

利
用

者
の

状
態

 

(1
)～

(1
3
)に

つ
い

て

そ
れ

ぞ
れ

〇
は

１

つ
、

 

(1
4
)に

つ
い

て
は

自

由
記

述
。

 

(1
) 

寝
返

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(2
) 

起
き

上
が

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(3
) 

立
ち

上
が

り
 

1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(4
) 

移
乗

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(5
) 

座
位

 
1
．

 
で

き
る

 

2
．

 自
分

の
手

で
支

え
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
支

え
て

も
ら

え
れ

ば
で

き
る

(6
) 

屋
内

歩
行

 
1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

(7
) 

屋
外

歩
行

 
1
．

 
つ

か
ま

ら
な

い
で

で
き

る
 

2
．

 
何

か
に

つ
か

ま
れ

ば
で

き
る

 

3
．

 
一

部
介

助
 

（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

高
齢

者
の

自
立

し
た

日
常

生
活

を
支

援
す

る
福

祉
用

具
・
住

宅
改

修
の

あ
り

方
に

関
す

る
 

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
 

 貴
事

業
所

に
つ

い
て

お
伺

い
し

ま
す

。
 

 1
. 

法
人

種
別

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
株

式
会

社
 

2
．

 
有

限
会

社
 

3
．

 
社

会
福

祉
法

人
 

4
．

 
特

定
非

営
利

活
動

法
人

 

5
．

 
そ

の
他

 

（
具

体
的

に
： 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

2
. 

居
宅

介
護

支
援

事

業
の

実
施

年
数

（
平

成
27

年
1

月
末

現

在
）
（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
１

年
未

満
 

2
．

 
１

年
以

上
２

年
未

満
 

3
．

 
２

年
以

上
３

年
未

満
 

4
．

 
３

年
以

上
５

年
未

満
 

5
．

 
５

年
以

上
１

０
年

未
満

 

6．
 
１

０
年

以
上

 

3
. 

貴
事

業
所

の
併

設

サ
ー

ビ
ス

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
 

2
．

 
特

定
福

祉
用

具
販

売
 

3
．

 
保

険
外

用
具

販
売

・
レ

ン
タ

ル
 

4
．

 
訪

問
介

護
 

5
．

 
訪

問
看

護
 

6
．

 
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

 

7
．

 
通

所
介

護
 

8
．

 
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

 

9
．

 
そ

の
他

在
宅

サ
ー

ビ
ス

 

1
0
．

 病
院

・
診

療
所

 

1
1
．

 介
護

老
人

福
祉

施
設

 

1
2
．

 介
護

老
人

保
健

施
設

 

1
3
．

 そ
の

他
施

設
系

サ
ー

ビ
ス

 

1
4
．

 地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

1
5
．

 そ
の

他
（具

体
的

に
）
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

4
. 

貴
事

業
所

の
 

従
業

員
数

（
平

成
2
7

年
1

月
末

現
在

）
 

 
常

勤
実

人
数

 
非

常
勤

実
人

数
 

常
勤

換
算

 

従
業

員
 

人
 

人
 

人

う
ち

 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
 

人
 

人
 

人

5
. 

貴
事

業
所

に
お

け
る

平
成

2
5

年
度

1
年

間
の

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
数

 

（
実

数
） 

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
件

 

 

う
ち

福
祉

用
具

貸
与

・販
売

に
関

わ
る

件
数

 
 

 
 

 
 

 
 

件
 

う
ち

住
宅

改
修

に
関

わ
る

件
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 件
 

住
宅

改
修

の
み

の
「
理

由
書

」
作

成
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
件

 

6
. 

平
成

2
4

年
度

以
降

の
福

祉
用

具
貸

与
・

販
売

に
関

す
る

研
修

実
施

の
有

無
 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
事

業
所

内
で

行
っ

た
 

2
．

 
外

部
研

修
を

受
講

し
た

 

3
．

 
行

っ
て

い
な

い
 

7
. 

平
成

2
4

年
度

以
降

の
住

宅
改

修
に

関
す

る
研

修
実

施
の

有
無

 

（
〇

は
１

つ
）
 

1
．

 
事

業
所

内
で

行
っ

た
 

2
．

 
外

部
研

修
を

受
講

し
た

 

3
．

 
行

っ
て

い
な

い
 

  
 



（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

1
3
. ケ

ア
プ

ラ
ン

の
中

で

ど
の

よ
う

な
サ

ー
ビ

ス
を

選
択

し
ま

し
た

か
。

（
〇

は
１

つ
） 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
の

み
 

 
 

 
 

 
 

 
→

設
問

14
～

1
9

に
ご

回
答

く
だ

さ
い

 

2
．

 
住

宅
改

修
の

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 →

設
問

20
～

25
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

3
．

 
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
＋

住
宅

改
修

 
 

 
 
→

設
問

1
4
～

25
に

ご
回

答
く
だ

さ
い

 

 以
下

の
設

問
は

、
 
福

祉
用

具
貸

与
・
販

売
 

に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
 

1
4
. 福

祉
用

具
導

入
に

よ

っ
て

、
改

善
し

よ
う

と

し
た

高
齢

者
の

生
活

動
作

に
つ

い
て

教
え

て
く
だ

さ
い

。
 

(1
)～

(7
)に

つ
い

て
該

当
す

る
項

目
す

べ
て

に
○

を
つ

け
、

 

事
例

の
具

体
的

な
動

作
の

問
題

点
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

(1
) 

起
居

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(2
) 

移
乗

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(3
) 

屋
内

移
動

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(4
) 

排
泄

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(5
) 

入
浴

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(6
) 

屋
外

移
動

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(7
) 

そ
の

他
の

 

活
動

 

（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

 
 

（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

(8
) 

移
動

 

（
車

い
す

の
使

用
を

含
む

） 

1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(9
) 

排
泄

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
0
) 

入
浴

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
1
) 

食
事

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
2
) 

更
衣

 
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
3
) 

意
思

の
伝

達
1
．

 
自

立
（
介

助
な

し
） 

2
．

 
見

守
り

等
 

3
．

 
一

部
介

助
 

(1
4
) 

視
覚

・
聴

覚
 

（
自

由
記

述
）
 

 

 

Ⅱ
．

福
祉

用
具

導
入

前
・
住

宅
改

修
前

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
、

目
標

設
定

、
福

祉
用

具
導

入
・
住

宅
改

修
プ

ラ
ン

な
ど

に
つ

い

て
伺

い
ま

す
。

 

1
0
. 利

用
者

本
人

・
家

族

の
要

望
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
1
. 福

祉
用

具
導

入
・
住

宅
改

修
を

検
討

す
る

際
に

、
特

に
留

意
し

た
こ
と

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
利

用
者

の
自

立
支

援
に

つ
な

が
る

目
標

設
定

 

2
．

 
利

用
者

・
家

族
と

面
談

し
て

利
用

者
の

希
望

、
心

身
の

状
況

、
及

び
住

環
境

を
調

査
 

3
．

 
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

整
合

性
の

確
保

 

4
．

 
専

門
的

見
地

か
ら

利
用

者
の

状
態

像
や

意
向

等
に

適
し

た
福

祉
用

具
・住

宅
改

修
を

選
定

5
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

12
. 上

記
11

で
選

択
し

た

項
目

を
実

施
し

た
結

果
、

問
題

と
な

っ
た

点
、

あ
る

い
は

工
夫

し

た
点

が
あ

れ
ば

、
具

体
的
に

記
述

し
て

く
だ

さ
い

。
（自

由
記

述
） 

 



（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

以
下

の
設

問
は

、
 

住
宅

改
修

 
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

2
0
. 改

善
し

よ
う

と
し

た
高

齢
者

の
生

活
動

作
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

 

(1
)～

(4
)に

つ
い

て
該

当
す

る
項

目
す

べ
て

に
○

を
つ

け
、

 

事
例

の
具

体
的

な
動

作
の

問
題

点
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

(1
) 

排
泄

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(2
) 

入
浴

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(3
) 

外
出

 
（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

(4
) 

そ
の

他
の

 

活
動

 

（
具

体
的

動
作

の
問

題
点

）
 

2
1
. 住

宅
改

修
前

に
お

け

る
目

標
設

定
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
2
. 上

記
目

標
に

つ
い

て
、

住
宅

改
修

後
、

達
成

し
た

項
目

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
3
. 住

宅
改

修
項

目
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
手

す
り

の
取

付
け

 

2
．

 
段

差
の

解
消

 

3
．

 
引

き
戸

等
へ

の
扉

の
取

替
え

 

4
．

 
便

器
の

取
替

え
 

5
．

 
滑

り
防

止
等

の
た

め
の

床
材

の
変

更
 

6
．

 
そ

の
他

1
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

7
．

 
そ

の
他

2
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

8
．

 
そ

の
他

3
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

2
4
. 住

宅
改

修
費

用
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

(実
数

) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

1
5
. 福

祉
用

具
導

入
前

に

お
け

る
目

標
設

定
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
6
. 上

記
目

標
に

つ
い

て
、

福
祉

用
具

導
入

後
、

達
成

し
た

項
目

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 

1
7
. 導

入
し

た
福

祉
用

具

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ

い
。

 

(複
数

回
答

可
) 

1
．

 
車

い
す

 

2
．

 
車

い
す

付
属

品
 

3
．

 
特

殊
寝

台
 

4
．

 
特

殊
寝

台
付

属
品

 

5
．

 
床

ず
れ

防
止

用
具

 

6
．

 
体

位
変

換
器

 

7
．

 
手

す
り

 

8
．

 
ス

ロ
ー

プ
 

9
．

 
歩

行
器

 

1
0
．

 歩
行

補
助

つ
え

 

1
1
．

 認
知

症
老

人
徘

徊
感

知
機

器
 

1
2
．

 移
動

用
リ

フ
ト

(つ
り

具
の

部
分

を
除

く
）
 

1
3
．

 自
動

排
泄

処
理

装
置

 

1
4
．

 腰
掛

便
座

 

1
5
．

 自
動

排
泄

処
理

装
置

の
交

換
可

能
部

品
 

1
6
．

 入
浴

補
助

用
具

 

1
7
．

 簡
易

浴
槽

 

1
8．

 移
動

用
リ

フ
ト

の
つ

り
具

部
分

 

1
9．

 そ
の

他
 

（
具

体
的

に
： 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

1
8
. 福

祉
用

具
導

入
費

に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

お
お

よ
そ

の
金

額
で

結
構

で
す

。
 

(実
数

) 

1
．

 
福

祉
用

具
貸

与
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

円
/月

 

2
．

 
特

定
福

祉
用

具
販

売
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

3
．

 
福

祉
用

具
販

売
（介

護
保

険
外

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

円
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
円

 

1
9
. 介

護
保

険
の

利
用

に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。

(〇
は

１
つ

) 

1
．

 
全

て
自

費
 

2
．

 
一

部
介

護
保

険
を

利
用

 

3
．

 
全

額
介

護
保

険
を

利
用

 

4
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

  
 



（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

Ⅳ
．

福
祉

用
具

も
し

く
は

住
宅

改
修

の
支

援
方

法
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

30
. 本

事
例

で
、

自
立

支
援

の
効

果
は

あ
り

ま
し

た
か

。
（〇

は
１

つ
） 

そ
の

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と

を
お

書
き

く
だ

さ
い

。
 

（自
由

記
述

） 

1
．

 
効

果
が

あ
っ

た
 

2
．

 
効

果
が

な
か

っ
た

 

そ
の

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と

（
自

由
記

述
） 

31
. 本

事
例

で
、

福
祉

用
具

導
入

も
し

く
は

住
宅

改
修

に
関

わ
っ

た
人

は
ど

な
た

で
す

か
。

 
（関

わ
っ

た
人

す
べ

て
に

〇
を

付
け

て
く
だ

さ
い

。
 

そ
の

う
ち

、
主

担
当

者
１

人
に

◎
を

付
け

て
く

だ
さ

い
） 

1
．

 
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

 

2
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

3
．

 
建

築
士

 

4
．

 
建

築
施

工
者

 

5
．

 
理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

 

6
．

 
そ

の
他

 
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

3
2
. 本

事
例

を
通

し
て

、
見

つ
か

っ
た

課
題

が
あ

れ
ば

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 
（
自

由
記

述
） 

 

 ◆
本

事
例

の
ご

回
答

内
容

に
つ

い
て

、
追

加
の

ご
質

問
を

さ
せ

て
い

た
だ

く
可

能
性

が
ご

ざ
い

ま
す

の
で

、
ご

協
力

い
た

だ
け

る
場

合
に

は
、

差
し

支
え

の
な

い
範

囲
で

ご
記

入
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

 

貴
事

業
所

名
 

 

ご
住

所
 

 

電
話

番
号

 
 

ご
回

答
者

の
お

名
前

 
 

役
職

 
 

性
別

 
1
．

男
 

2．
女

 
年

齢
 

1
．

３
０

歳
代

 
2
．

４
０

歳
代

 
3
．

５
０

歳
代

 
4
．

６
０

歳
 

5
．

７
０

歳
代

以
上

 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

経
験

年
数

 
 

 
 

 
 

 
年

基
礎

資
格

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

ご
回

答
者

の
所

持
資

格
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
主

任
介

護
支

援
専

門
員

 

2
．

 
福

祉
用

具
専

門
相

談
員

 

3
．

 
福

祉
用

具
プ

ラ
ン

ナ
ー

 

4
．

 
福

祉
住

環
境

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
 

 
 
級

） 

5
．

 
増

改
築

相
談

員
 

6
．

 
建

築
士

（ 
 

 
級

） 

7
．

 
理

学
療

法
士

 

8
．

 
作

業
療

法
士

 

9
．

 
そ

の
他

 

（
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

 

（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
）

 

2
5
. 介

護
保

険
・
助

成
金

の
利

用
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
全

て
自

費
 

2
．

 
一

部
介

護
保

険
を

利
用

 

3
．

 
全

額
介

護
保

険
を

利
用

 

4
．

 
一

部
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

5
．

 
全

額
自

治
体

の
助

成
金

を
利

用
 

6
．

 
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 Ⅲ
．
 

福
祉

用
具

導
入

も
し

く
は

住
宅

改
修

後
 

の
状

況
確

認
な

ど
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

2
6
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

 

３
ペ

ー
ジ

設
問

９
で

お
答

え
頂

い
た

利
用

者
の

状
態

で
変

化

（
改

善
）
が

あ
っ

た
項

目
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
寝

返
り

 

2
．

 
起

き
上

が
り

 

3
．

 
立

ち
上

が
り

 

4
．

 
移

乗
 

5
．

 
座

位
 

6
．

 
屋

内
歩

行
 

7
．

 
屋

外
歩

行
 

8
．

 
移

動
 

9
．

 
 排

泄
 

1
0
．

 入
浴

 

1
1
．

 食
事

 

1
2
．

 更
衣

 

1
3
．

 意
思

の
伝

達
 

1
4．

 視
覚

・
聴

覚
 

1
5．

 そ
の

他
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
7
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
に

よ
る

状
況

確
認

は
、

ど
の

よ
う

に
行

い
ま

し
た

か
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

2
．

 
訪

問
に

よ
る

本
人

の
動

作
の

試
行

確
認

 

3
．

 
電

話
等

に
よ

る
本

人
・
家

族
か

ら
の

聞
き

取
り

 

4
．

 
福

祉
用

具
貸

与
事

業
者

・
住

宅
改

修
事

業
者

か
ら

の
聞

き
取

り
（
報

告
）
 

5
．

 
訪

問
介

護
・
訪

問
看

護
の

担
当

者
か

ら
の

聞
き

取
り

（
報

告
）
 

6
．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

2
8
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
、

問
題

点
は

あ
り

ま
し

た
か

。
(〇

は
１

つ
) 

「
問

題
点

 
あ

り
」
の

場
合

は
、

そ
の

対
処

法
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
自

由
記

述
） 

1
．

問
題

点
 

な
し

 
 

2
．

問
題

点
 

あ
り

 

「
問

題
点

 
あ

り
」
の

場
合

の
対

処
法

（
自

由
記

述
）
 

2
9
. 福

祉
用

具
導

入
も

し

く
は

住
宅

改
修

後
の

利
用

者
本

人
・
家

族

の
評

価
コ

メ
ン

ト
に

つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

（
複

数
回

答
可

）
 

1
．

 
自

立
し

た
生

活
の

維
持

 

2
．

 
で

き
な

か
っ

た
こ

と
を

で
き

る
よ

う
に

す
る

 

3
．

 
他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
利

用
の

減
少

 

4
．

 
転

倒
等

の
防

止
、

安
全

の
確

保
 

5
．

 
動

作
の

容
易

性
の

確
保

 

6
．

 
利

用
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

7
．

 
利

用
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
、

不
安

の
緩

和
 

8
．

 
利

用
者

の
生

活
意

欲
の

向
上

 

9
．

 
介

護
者

の
身

体
的

負
担

の
軽

減
 

1
0
．

 
介

護
者

の
精

神
的

負
担

の
軽

減
 

1
1．

 
そ

の
他

（ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
） 
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